
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

１ 狩猟期間 
令和６年 11 月 15 日（金）～令和７年２月 15 日（土） 

・ ニホンジカ及びイノシシのわなによる狩猟は、令和７年３⽉ 15 日（土）まで。 
・ ２⽉ 16 日から３⽉ 15 日の期間中、わなにかかったニホンジカ及びイノシシを銃の狩猟者登録  
をしている方が「止めさし」をする場合に限り銃器の使用が認められています。 
 

２ 狩猟解禁日パトロ－ル 
（１）日 時  令和６年 11 月 15 日（金）午前６時から９時ごろまで   
（２）巡視場所 Ａ班 岡谷市、下諏訪町 （集合 6:00 岡谷警察署前） 
        Ｂ班 諏訪市       （集合 6:00 諏訪警察署前） 
        Ｃ班 茅野市       （集合 6:00 茅野市役所前） 
        Ｄ班 富士見町、原村  （集合 6:15 富⼠⾒町役場前） 
   ※状況に応じ集合時間や場所が変更になる場合があります。事前にご確認ください。 
 
 

（３）巡視者  ⿃獣保護管理員及び諏訪地域振興局林務課職員 
        （各市町村、警察署と連携し、実施予定） 
 

（４）内 容  ○狩猟者への事故・違反防止等の安全狩猟の指導 
        ○猟場周辺の農林作業者等、住⺠への狩猟解禁の周知 

⻑野県（諏訪地域振興局林務課）プレスリリース  令和６年（2024 年）11 月 ５日 

 狩猟解禁に合わせパトロールを実施します 

令和６年 11 ⽉ 15 日（⾦）から狩猟が解禁されることに合わせ、関係者によりパ
トロ－ルを実施します。 

狩猟者に対するマナ－の徹底と⼊⼭者・地域住⺠に対する狩猟解禁の周知のため、
チラシの配布や呼びかけを⾏います。 

また、狩猟期間中は⿃獣保護管理員を中⼼に適宜、巡視活動を⾏います。 

（問合せ先） 
⻑野県諏訪地域振興局 林務課 林務係 
担当︓ ⼭﨑、北原 
TEL︓ ０２６６－５７－２９１９ (林務係直通) 
FAX︓ ０２６６－５７－２９４８ (林務課内) 
E-mail︓ suwachi-rimmu@pref.nagano.lg.jp 


